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資料 運３-１ 


BIM ライブラリーコンソーシアム 


第３回 運用部会 
 


議事次第 
 


日時：平成 28年 4月 19 日（火）15:00～17:00 


場所：四谷・IAI 日本事務局会議室（GSA㈱） 
 


１．開会 
 
２．議事 


  （１）  前回議事録確認 


（２） BLC 運用部会 平成 28 年度入会企業の紹介 


（３）  NBS BIM ライブラリーの利用規約（Terms and Conditions）」の翻訳 


 


（４）  BIMライブラリーで規約が必要な部分の整理（案） 


 
  （５）  その他 


 


 
3．閉会 
 
 
会議資料一覧 


 資料 運３－１  議事次第 


 資料 運３－２  第２回運用部会議事録 


 資料 運３－３  運用部会委員名簿 


 資料 運３－４  NBS BIM ライブラリーの利用規約（翻訳） 


 資料 運３－５  BIM ライブラリーで規約が必要な部分の整理（案）    


    


 
 
次回    日時 ： ７月  日（ ） 
       


      場所 ：   











資料 運 3‐2  


第 2 回 BIM ライブラリーコンソーシアム・運用部会議事録（案） 


 


日時  平成 28 年 2 月 1 日（月） 15:00～16:30  


場所  四谷 IAI 日本事務局会議室（GSA（株）） 


出席者 21 名 


第２回運用部会参加者リスト     


首都大学東京 山本 康友 ○ (株)キャディアン 山﨑 裕子   


(一社)IAI 日本 山下 純一   (株)キャディアン 植松 良太   


(一財)建築保全センター 寺本 英治 ○ (株)キャディアン 中野 健成   


大森法律事務所 大森文彦 ○ (一財)建築保全センター 林 理 ○ 


(株)大塚商会 水野 一哉   (有組)C-PES 研究会 
安孫子 義


彦 
  


グラフィソフトジャパン(株) 
ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃ


ﾙ 
  (株)安井ファシリティーズ 飯島 憲一 ○ 


グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之 ○ (一社)ＩＡＩ日本 榊原 克巳 ○ 


(一財)建設業振興基金 帆足 弘治 ○ （一財）日本建設情報総合センター 高津 知司 ○ 


(株)構造計画研究所 橋本 純 ○ (公社)日本建築家協会 筒井 信也 ○ 


(株)構造計画研究所 鎌田 丈史   (公社)日本建築家協会 藤沼 傑 ○ 


(株)佐藤総合計画 森山 尚   (公社)日本建築士連合会 木村 行道   


(株)佐藤総合計画 糸島 光洋   (公社)日本建築積算協会 森谷 靖彦 ○ 


(株)佐藤総合計画 齋藤 崇志   (公社)ロングライフビル推進協会 高倉 智志 ○ 


(株)ダイテック 芦原 司   (公社)ロングライフビル推進協会 鈴木 昌治   


(株)ダイテック 山口 正明   事務局     


(株)ダイテック 西岡 佳造 ○ (一財)建築保全センター 高橋 譲司 ○ 


(地法)日本下水道事業団 富樫 俊文 ○ (一財)建築保全センター 影山 徹 ○ 


(地法)日本下水道事業団 新井 知明   (一財)建築保全センター 水澤 久夫 ○ 


日本メックス(株) 野口 順二 ○ (一財)建設業振興基金 山中 隆 ○ 


(株)キャディアン 笠原 靖子         


 


配布資料 


   


資料 運２－１  議事次第 


 資料 運２－２  第１回運用部会議事録 


 資料 運２－３  BIM の著作権 


 資料 運２－４  Terms and Conditions 契約条件 


 資料 運２－５  Stem サイト利用規約・注記事項、覚書、画像・CAD データ利用に関する契約 


資料 運２－６  BIM ライブラリーで規約が必要な部分の整理 







 


 


議題（１）前回議事録紹介 


 ・修正依頼はこの場ではなし。 


 


議題（２）BIM の著作権について 


・資料 運２－３を利用して紹介（次世代公共建築研究会 BIM のガイドブック案） 


＊建築の著作権の特殊性 
  ２D の著作権については日本建築学会内部の委員会で「建築における電子データ流通のため


のガイドライン」としてはまとめてある。BIM データについては定義があまりされていない。 


 著作権法第 6 号の紹介 著作者人格権と著作財産権について説明 


著作権法第 15 号の紹介 著作権は一定の制限があり 


著作権法第 2 号の紹介 建築物の増改築修繕模様替えによる改変については適用外 


＊BIM データの作成関与者 
BIM データの作成は基本設計者、実施設計者、施工会社、専門工事会社、データ作成専門会社、 


部品データ（BIM ライブラリーオブジェクト）作成会社と各段階で関与している。 


＊BIM データの流れ 
図 1 を紹介、建築主を中心にした説明になっている。BIM になっても同様の考え方。 


＊BIM データの著作権 
設計を行う設計者は BIM データに対しては原著作権を持つことになる。 


他の BIM データ作成関与者に対しては、創造性のある行為をしたのかにより判断される。 


＊契約の必要性 
BIM データに起因する瑕疵問題が発生した場合、責任問題にもなる。 


関係者同士での契約を結ぶ事が肝要である。 


 


 


議題（３）NBS BIM ライブラリーの「契約条件(Terms and Conditions)」の紹介 


  目次１～１７だけ和訳した。次頁からの和訳は次回以降とする。法律用語で和訳するのに難解。 


 


議題（４）建設業振興基金(C-CADEC)の契約条件の紹介 


  C-CADEC の成果品が建設業振興基金と建築保全センターで利用許諾契約したことの紹介。 


  機器ライブラリーStem の配信サービスが、現在も建設業振興基金の HP サイトにて無料で行わ


れていることを紹介。 


  C-CADEC と Stem にデータを提供していただく機器メーカー等との契約を交わすときには、 


  相手によって２つの契約形態があった。 


① 画像・CAD データ利用に関する契約 


② 建築設備機器 CAD データの提供に関する覚書 


② の第６条、第７条が①には網羅されておらず 







  質問事項として 


  １）メーカが製造をやめる時にデータは残すのでしょうか？ ⇒BLC ではこれからの検討材料 


  ２）開発費用を出した情報処理推進機構（IPA）へのバックはあったのですか？ 


    IPA と C-CADEC との契約事項につき、調べてみる。 


議題 （５）BIM ライブラリーで規約が必要な部分の整理 


④ プロジェクト用のデータ加工においては、パラメトリックモデル作成もあり 


⑩その他は、プロジェクト利用あるいは研修での利用など 


さらに詳細項目があれば、申し出てください。 


これからだが、だれがそれぞれのファンクションで作成をするのか、議論していきたい。 


全体としての動きはどうなっていますか？ 


２月より在り方、建築、設備の各部会員に＜今後の進め方＞アンケートを取って行く。 


３月には回収をして方向性を議論して、見定めていきたい。 


議題（６）その他 


    著作権については質問コーナーを設けてほしい。 


    部会の掲示板を作成することを検討してほしい。 


   運用部会としては 2 か月に 1 回程度の会合を開いていく。 


 


 


第３回 ４月１９日（火）15:00～17：00  場所：四谷 IAI 日本事務局会議室（GSA（株）） 


  











BIMライブラリーコンソーシアム ｢BLC｣ ｢運用部会委員名簿｣ 2016/11/29


会
員
区
分


運
用
部
会


1 首都大学東京 都市環境学部 客員教授 山本 康友 T1 1


2 (一社)IAI日本 CIラボ㈱ 代表理事 山下 純一 T2 1


3 (一財)建築保全センター 理事所長 寺本 英治 J 1


4 大森法律事務所 弁護士 大森文彦 T1 1


5 (株)大塚商会 CADﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部建設ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 課長 水野　一哉 S1 1


6 グラフィソフトジャパン(株) ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ S1 1


7 グラフィソフトジャパン(株) ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 平野　雅之 S1 1


8 (一財)建設業振興基金 経営基盤整備支援ｾﾝﾀｰ情報化推進室 次長 帆足 弘治 S1 1


9 (株)構造計画研究所 建築デザインマネジメント部 部長 緒方　翼 S1 1


10 (株)構造計画研究所 建築デザインマネジメント部 鎌田 丈史 S1 1


11 (株)佐藤総合計画 環境設計室 機械 上席主任 森山　尚 S1 1


12 (株)佐藤総合計画 IT･BIM推進室 主任 糸島 光洋 S1 1


13 (株)佐藤総合計画 主任 齋藤 崇志 S1 1


14 (株)ダイテック 常務執行役員CAD技術部 部長 芦原　司 S1 1


15 (株)ダイテック CAD技術部　開発5課 課長 山口 正明 S1 1


16 (株)ダイテック CAD東日本営業部 東京事業所 菊池 泰彦 S1 1


17 (地法)日本下水道事業団 情報ｼｽﾃﾑ室 室長 富樫 俊文 S1 1


18 (地法)日本下水道事業団 事業統括部 調査役 新井 知明 S1 1


19 日本メックス(株) 営業本部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 担当部長 野口 順二 S1 1


20 (株)キャディアン 東京支店営業２課 課長 笠原 靖子 S2 1


21 (株)キャディアン 山﨑 裕子 S2 1


22 (株)キャディアン 植松 良太 S2 1


23 (株)キャディアン 中野 健成 S2 1


24 (有組)C-PES研究会 代表取締役 安孫子 義彦 S3 1


25 (株)安井ファシリティーズ 建築データマネジメント本部 副本部長 飯島 憲一 S3 1


26 (一社)ＩＡＩ日本 CIラボ㈱ 技術調査委員会ﾘｰﾀ榊゙原 克巳 T2 1


27 （一財）日本建設情報総合センター 研究開発部 次長 徳重 政志 T2 1


28 (公社)日本建築家協会 専務理事 筒井 信也 T2 1


29 (公社)日本建築家協会 藤沼　傑 T2 1


30 (公社)日本建築士連合会 木村 行道 T2 1


31 (公社)日本建築積算協会 森谷 靖彦 T2 1


32 (公社)ロングライフビル推進協会 事業推進部 課長 高倉 智志 T2 1


33 (公社)ロングライフビル推進協会 事務局長 鈴木 昌治 T2 1


34 能勢 平太郎 ﾍﾟｰﾊﾟﾚｽｽﾀｼﾞｵｼﾞｬﾊﾟﾝ 個人会員 能勢 平太郎 T4 1


平成28年度入会企業


1 (株)CADネットワークサービス 代表取締役 石黒 常雄 N1 1


2 (株)CADネットワークサービス 営業部 部長 南谷 親良 N1 1


3 (株)CADネットワークサービス 教育部 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 増田 甲介 N1 1


4 (株)CADネットワークサービス 江口 正剛 N1 1


5 河村電器産業(株) ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括部 部長 伴　覚守 N1 1


6 (株)和田特機 横井 義光 Y1 1


事務局


1 (一財)建築保全センター 池田 雅和 J 1


2 (一財)建築保全センター 影山 徹 J 1


3 (一財)建築保全センター 水澤 久夫 J 1


4 (一財)建設業振興基金 山中　隆 J 1


No 会 社 名 所　属 役　職 氏　名


★資料 運3_3_運用部会名簿20160418.xlsx
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                                資料 運３－４ 


 
NBS BIM ライブラリの利用規約(Terms and Conditions) 


 
The following statement sets out the Terms and Conditions for accessing and using the RIBA Enterprises 


Limited ("RIBAE", "We", "Us") National BIM Library. By accessing or using the National BIM Library, you 


are indicating that you agree to be bound by these Terms and Conditions. 


以下の文言は、RIBA 株式会社（「RIBAE」、「我々」、「我々の」）の NBIM ライブラリにアクセスし、使う際の


利用規約を定めている。NBIM ライブラリにアクセスまたは使用する際、あなたは、ここに示される利用規約に


拘束されていることを同意したことになる。 


 


Please click on the I agree with the terms and conditions check box on the registration page. If you refuse to 


accept these Terms and Conditions you will not be able to access the National BIM Library. 


まず登録ページにある利用規約の同意チェックボックスをクリックする。もしあなたが、ここに示される利用規


約の承認に同意しない場合は、NBIMライブラリへのアクセスはできない。 


 


 


目    次 


1. 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


9. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


Definitions and interpretation 


Information about us 


Accessing and using the National BIM Library 


Intellectual property rights 


The non-exclusive licence 


Our liability 


Written communications 


Notices 


Transfer of rights and obligations 


Events outside our control 


Waiver 


Severability 


Entire agreement 


Our right to vary these terms and conditions 


No partnership 


Law and jurisdiction 


Third party rights 


 


定義及び解釈 


RIBA株式会社に関する情報 


NBIMライブラリへのアクセスと使用 


知的財産権 


非独占的な使用許諾 


当社の責任 


書面による伝達 


通知 


権利及び義務の譲渡 


所管外の事項（不可抗力の事項） 


権利放棄 


契約の分離 


完全合意 


利用規約の変更権 


パートナーシップの不存在 


法律及び管轄権 


第三者の権利 
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Terms and Conditions 利用規約 
 


1. Definitions and interpretation 


1. 定義と解釈 


1.1 The definitions in this clause apply to these Terms and Conditions. 


1.1 この条項の定義は、この利用規約に適用される。 


 


“BIM”means building information modeling.  


「BIM」は、建物情報モデリング(building information modeling)を意味する。 


 


“National BIM Library” means the online database of BIM Objects and related Content wholly owned, 


maintained and managed by RIBAE.  Together this Content constitutes an online National Library of BIM 


Objects and represents a key information resource for the construction industry referenced to the latest NBS 


uniclass work section table classification system. 


 「NBIMライブラリ」は、RIBAE により全面的に保有され、維持され、そして管理されたBIMオブジェクト


および関連したコンテンツのオンライン・データベースを意味する。 また、このコンテンツはBIMオブジェク


トの英国オンライン・ライブラリーを構成し、最新のNBSのUniclassの作業単位分類法を参照した建設業界の


ための重要な情報源を表す。 


 


 “BIM Object” means a digital file in a format that is fully compatible with and part of the National BIM 


Library and which contains information about a real-world physical building component (e.g. wall, window, 


door) or material (e.g. concrete block, glazing pane, fixing) that is used in the construction process.  Each 


BIM Object file may include content defining any of its three-dimensional geometry; any of its physical and 


aesthetic properties and behaviour; any of its specification, construction and facilities management 


properties; and any of the relationships and constraints that describe the equivalent real-life physical 


component or material. 


 「BIM オブジェクト」は、NBIM ライブラリと完全に互換で、その一部であるデジタルファイルを意味し、


実世界の物理的な建物コンポーネント（例えば、壁、窓、ドア）、または建築プロセスにおいて使われる素材（例


えば、コンクリートのブロック、グレージングペーン ）についての情報を含みます。各BIMオブジェクトファ


イルは、以下の三次元形状のいずれかを定義するコンテンツ、すなわち物理的および美的特性や振る舞い、仕様、


建設・施設管理プロパティ、そして実際の物理的な素材または材料を記述する関係性や制約のいずれかを含みま


す。 


 


“Content” shall include BIM Objects and shall mean all human and machine readable data retained, 


maintained and displayed in the National BIM Library by RIBAE. 


 「コンテンツ」は BIM オブジェクトを含み、RIBAE により NBIM ライブラリ内に保持され、維持され、か


つ表示される機械読み取り可能なデータを意味している。 


 


“Contract” means the contract between you and us which governs the access to and use of the National 


BIM Library and its Content in accordance with these Terms and Conditions. 


 「契約」は、この利用規約によりNBIMライブラリとそのコンテンツへのアクセス法と使用法を定める、あな
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たと我々の間の契約を意味する。 


 


“Intellectual Property Rights” means the patents, rights to inventions, copyright and related rights, 


trade-marks, trade names and domain names, rights in get-up, rights in goodwill or to sue for passing off, 


rights in designs, rights in computer software, database rights, rights in confidential information (including 


know-how and trade secrets) and any other intellectual property rights, in each case whether registered or 


unregistered and including all applications (or rights to apply) for, and renewals or extensions of, such rights 


and all similar or equivalent rights or forms of protection which may now or in the future subsist in any part 


of the world. 


「知的財産権」とは、特許、発明、著作権および関連する権利、トレードマーク、商標名、ドメイン名、体裁


権、善意または経過を訴える権利、意匠権、コンピュータソフトウェアに基づく権利、データベース権、秘密情


報（ノウハウや営業秘密を含む）に対する権利およびその他の知的財産権を意味し、それぞれの場合において登


録または未登録に関わらず、またすべての適用例（または適用する権利）を含む、およびその更新または拡張、


そしてこのような権利および類似または同等の権利、または現在または将来に世界のあらゆる所で生じるかもし


れない保護の形式を含む。 


 


“NBS” means the National Building Specification, a suite of products and services produced, maintained 


and distributed by RIBAE. The NBS products and services are available in many forms such as digital, 


magnetic media, online and paper. The NBS product range and brand are solely and wholly owned by 


RIBAE. 


「NBS」は、英国の建築仕様、RIBAE により作られ、維持さ、そして配布された製品とサービスの一式を意


味する。NBSの製品とサービスは、デジタル形式、磁気メディア、オンライン、そして紙などの多くの形で入手


可能である。NBS製品範囲とブランドは唯一かつすべてRIBAEにより所有されている。 


 


1.2 Clause and paragraph headings shall not affect the interpretation of these Terms and Conditions.  


1.2  条項と段落の表題は、この利用規約の解釈に影響しない。 


 


1.3 A reference to a company includes any company, corporation or other body corporate, wherever and 


however incorporated or established.  


1.3 会社への参照は、どのような会社、企業、または他の法人、どこにあろうと法人化されるか設立されている


ものを含む。 


 


1.4 Unless the context otherwise requires, words in the singular shall include the plural and vice versa. 


1.4  文脈において違った形を必要としない限り、単数形の言葉は複数形を含む、逆もまた同様である。 


 


1.5 Unless the context otherwise requires, a reference to one gender shall include a reference to the other 


genders. 


1.5  文脈において違った形を必要としない限り、一方のジェンダー（性別）への参照は他のジェンダーへの参


照を含む。 


 


1.6 A reference to any party includes that party's personal representatives, successors or permitted assigns. 
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1.6 どんな組織への参照も、その組織の個人的な代表者、後継者、または認められた譲渡人を含む。 


 


1.7 A reference to a statute, statutory provision or subordinate legislation is a reference to it as it is in force, 


taking account of any amendment or re-enactment. 


1.7 法令、法令条項、または下位の立法への参照は、なんらかの改正または再設定を考慮しているため、効力へ


の参照である。 


 


1.8 A reference to a statute or statutory provision includes any subordinate legislation made under that 


statute or statutory provision. 


1.8 法律、法令または下位法令の規定への参照は、その法律、法令条項または下位法令に基づき下位立法も含む。 


 


1.9 Any phrase introduced by the terms including, include, in particular or any similar expression shall be 


construed as illustrative, and shall not limit the sense of the words preceding those terms. Where the 


context permits, the words other and otherwise are illustrative and shall not limit the sense of the words 


preceding them. 


1.9  含む用語によって導かれる文言は、特に、または同様の表現は、例示として解釈されるものであり、その


用語に先立つ単語の意味を限定するものではない。文脈が許す場合には、その他の言葉は例示であり、それ


らに先行する言葉の意味に限定されるものではない。 


 


1.10 Any obligation in these Terms and Conditions not to do something includes an undertaking not to allow 


that thing to be done. 


1.10  利用規約内における、何かをしないというすべての義務は、その事を出来ないようにする約束が含まれる。 


 


2. Information about us 


RIBAE means RIBA Enterprises Limited, a company registered in England and Wales under company 


number 978271. Its registered office is at The Old Post Office, St Nicholas Street, Newcastle upon Tyne, NE1 


1RH.  


2. 我々について 


RIBAE は RIBA の有限責任企業を意味し、会社番号 978271 として英国で会社が登録されている。その登録


されたオフィスは、The Old Post Office, St Nicholas Street, Newcastle upon Tyne, NE1 1RH（住所）にある。 


 


3. Accessing and using the National BIM Library 


3. NBIMライブラリのアクセスと使用 


 


3.1 Access to and use of the National BIM Library is free of charge. 


3.1 NBIMライブラリへのアクセスと使用は無料である。 


 


3.2 By accepting these Terms and Conditions, you warrant that if acting for a corporate entity, you are legally 


capable of entering into a binding contract on its behalf. 


3.2  この利用規約の受諾により、あなたは、もし企業体のために活動するならば、あなたが会社の代わりに拘


束力のある契約に入る法的能力を持つ。 
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3.3 You warrant that your use of the National BIM Library or the Content: 


a.will not infringe the Intellectual Property Rights of any third party; 


b.will not be defamatory, libellous, obscene or otherwise unlawful; 


c.will not violate any applicable law, statute or subordinate legislation; and 


d.will not, to the best of your knowledge and belief, contain any viruses, Trojan horses, worms, time 


bombs, or other computer programming routines that are intended to damage, detrimentally interfere 


with, surreptitiously intercept, or expropriate any system, data or personal information. 


3.3  あなたはNBIMライブラリまたはコンテンツへのあなたの使用に際し、以下の事を保証します ： 


a. 第三者の知的財産権を侵害しない； 


b. 中傷、名誉毀損、常識外れ、または違法行為はしない； 


c. 適用される法律、法令または下位の法律に違反しない；そして 


d. あなたの知識と信念を最大限にするために、任意のウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾ソフト、


または被害を意図するか有害な鑑賞をするか密かに鑑賞するかまたは任意のシステムやデータまたは個人情


報を収集するコンピュータプログラムを忍ばせない。 


  


4. Intellectual property rights 


4.1 All of the Intellectual Property Rights in the Content including all of the Intellectual Property Rights in 


the National BIM Library are and shall remain at all times, solely and exclusively, the property of 


RIBAE. All such rights are reserved. You shall acquire no rights in the National BIM Library or the 


Content except as expressly provided for in these Terms and Conditions. 


4.知的財産権 


4.1 NBIMライブラリの中のすべての知的財産権を含むコンテンツにおけるすべての知的財産権は、いつ何時で


も唯一かつ排他的にRIBAE の財産である。あなたは、この利用規約で明確に提示されない限り、NBIMラ


イブラリまたはコンテンツの権利を取得できない。 


 


4.2 Without prejudice to the generality of clause 4.1 RIBAE and NBS, the RIBAE and NBS logos, and all 


other RIBAE, NBL and NBS trademarks, product names, and trade names of RIBAE, NBL and NBS 


appearing in the National BIM Library and/or the Content are owned by RIBAE. All other trademarks, 


product names, and logos appearing in the National BIM Library and/or the Content are the property of 


their respective owners. 


4.2  4.1 項の一般性を損なうことなく、 RIBAE と NBS、RIBAE と NBS ロゴ、および RIBAE が所有する


NBIMライブラリおよび／またはコンテンツに表れるすべてのその他のRIBAE、NBLおよびNBSの商標、


製品名、および商品名は、RIBAE が所有する。NBIM ライブラリおよび／またはコンテンツに出ているす


べてのその他の商標、製品名、およびロゴは、それぞれの所有者の財産である。 


 


4.3 You undertake to ensure that any advertising and marketing of the National BIM Library and/or the 


Content shall not reduce or diminish the reputation, image and prestige of the National BIM Library 


and/or the Content, or that of RIBAE. 


4.3  あなたは、NIMライブラリおよび/またはコンテンツの広告やマーケティングがNBIMライブラリおよび


／またはコンテンツまたはRIBAのそれに対する評判とイメージと威信を低減または減少させないことを保証す


る責任を負う。 
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5. The non-exclusive licence 


5. 非独占的な使用許諾 


 


5.1 By accepting these Terms and Conditions, RIBAE grants you a non-transferable, non-exclusive licence to 


use the National BIM Library. Such use is subject to these Terms and Conditions. 


5.1 この利用規約に同意することで、RIBAE はあなたにNBIM ライブラリを使用するため、譲渡不可で、非独


占的な使用許可を与えます。その使用にあたっては、この利用規約に従うものとします。 


 


5.2 You shall not grant sub-licences, in whole or in part, of any of the rights granted under these Terms and 


Conditions, or sub-contract any aspects of exploitation of the rights licensed to it, without RIBAE’s prior 


written consent. Whether to grant consent or not shall be a matter for RIBAE’s absolute discretion in all 


circumstances. 


5.2  あなたは、RIBAEによる事前の書面による同意なしには、この利用規約に基づき付与された権利のどれに


よっても、全体的または部分的であれ第三者にサブライセンスを付与してはならず、または付与された権利


の利用に関して下請契約をしてはならない。すべての状況において同意を与えるかどうかは RIBAE の絶対


の裁量である。 


 


5.3 Subject to compliance in full with these Terms and Conditions, you may reproduce part or parts (related 


to individual BIM Objects but not a material proportion) of the National BIM Library either alone or in 


conjunction with your own material; 


a.for the purposes of your own personal use where that personal use is not for any commercial or profit 


making purpose; or 


b.for use by educational institutions and their students for educational purposes only; or 


c.for inclusion in any drawings or contract documents used or intended to be used in connection with a 


building contract where you are or may become a contracting party, or in connection with which you 


are engaged or may be engaged in the future by one of the contracting parties in a professional 


capacity; 


but not otherwise. 


5.3 この利用規約の全面的な承認により、あなたは、単独またはあなたの素材と関連させて、NBIMライブ


ラリの一部、または部分（個々の BIM オブジェクトに関して、しかし物質的な大きさではない）を以下の


場合に複製できる；  


a. その個人的な使用法が、商用または利益を得るためでもない個人的な使用法である場合；または 


b. 教育機関およびその学生による教育目的の使用の場合；または 


c. 使用される図面または契約文書に含めるための場合、またはあなたが契約当事者であるか、またはなるか


もしれない建築契約に関与して使用される意図である場合、あなたが将来にプロの技術で契約当事者になる


か、なるかもしれない場合；しかしこれ以外の場合は除く。 


 


5.4 By accepting these Terms and Conditions, you irrevocably agree that: 


a.You may not use the National BIM Library for the purpose of developing and/or maintaining for 


yourself or for others, an alternative service provision which either directly or indirectly competes with 
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the National BIM Library or in some other way serves the same or a similar purpose as the National 


BIM  Library; 


5.4  あなたは、この利用規約を受け入れることで、以下の事に無条件で同意したことになる： 


a. あなたは NBIM ライブラリを、あなた自身または他人のために開発および／または維持するため、直接


または間接的に NBIM ライブラリと競合する代替サービスの提供のため、または他の何らかの方法で


NBIMライブラリと同じか似た方法を提供するために、使用してはならない； 


 


b.Save within your user desktop and using functionality expressly provided within the National BIM 


Library for the uses permitted under 5.3 you may not use, copy, decompile, disassemble, adapt, merge, 


translate, reverse engineer, or in any way modify the National BIM Library, nor make available the 


National BIM Library in any form, nor assist any other person to do any of the aforementioned acts, 


either in whole or part, to any third party except as expressly agreed with RIBAE in advance in 


writing, there being no presumption that RIBAE should in any way be required to agree; and 


b. あなたのデスクトップPC に保存して、5.3項で許諾された用途のためNBIMライブラリ内で明示的に提


供された用途で使う場合、あなたは修正する形ではNBIMライブラリを、使う・コピー・逆コンパイル・


逆アセンブル・変更・併合・変換・リバース・エンジニアリングという行為をしない、そのようなNBIM


ライブラリをどの様な形であれ入手可能にしない、事前に明示的に RIBAE が書面で同意する場合を除き


第三者が前述の行為のいずれか全部または一部をを実行することを支援してはならない、RIBAE はどん


な方法であれ同意すべきであるという何らかの推定があることはない；そして 


 


c.You may not sell, assign, transfer, rent, sublicense, loan, mortgage, charge or otherwise deal in any way 


in the National BIM Library or any interest in it, except as expressly agreed with RIBAE in advance 


in writing, there being no presumption that RIBAE should in any way be required to agree. 


c. あなたは NBIM ライブラリまたはその利益をどんな方法であれ、事前に明示的に RIBAE が書面で同意


する場合を除き、売る・譲り受ける・譲渡する・貸す・再許諾する・借款する・抵当にする・請求するな


どをしてはならない、RIBAE はどんな方法であれ同意すべきであるという何らかの推定があることはな


い。 


 


6. Our liability 


6.1 RIBAE shall not be liable in respect of any event of default for loss of profits, goodwill or any type of 


special, indirect or consequential loss, including loss or damage suffered by you as a result of any action 


brought by a third party even if such loss was reasonably foreseeable, or that RIBAE had been advised 


of the possibility of you incurring the same. Notwithstanding that all warranties are hereby excluded to 


the fullest extent permitted by law, in the event that RIBAE is found to be liable in damages for breach 


of contract (however caused) then RIBAE’s total liability shall not in any circumstance exceed £1,000. 


6.我々の責任 


6.1 利益や営業権の喪失または、その損失が合理的に予測可能であるか、またはRIBAEがそうなる可能性を通


知されていたとしても、第三者によってもたらされた何らか行為の結果としてあなたが被った損失または損


害を含む、特別・間接的または結果損失のどの様な債務不履行の結果に対しても、RIBAE は責任を負わな


い。しかし、すべての保証が法律の許す範囲内で除外されているにもかかわらず、RIBAE が契約違反（ど


の様に起きても）による損害賠償に対して責任あることが判明した場合は、RIBAE は 1,000￡（ポンド）
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を超えない範囲で責任を負う。 


 


6.2 Subject in all respects to the other provisions of this clause 6  RIBAE’s entire liability in respect of any 


single event of default shall be limited to damages of an amount equal to £1,000,000 in respect of your 


tangible property resulting from the negligence of RIBAE or its employees, agents or subcontractors 


6.2 その他の6項の規定により、債務不履行のいずれか一つの結果に関してRIBAE の全部の責任は、RIBAEま


たはその従業員、代理人または下請業者の過失に起因するあなたの有形財産に関して 1,000,000￡を超えな


い損害額に制限される。  


 


6.3. RIBAE shall not be responsible for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a 


result of using the National BIM Library in accordance with the performance of this Contract. 


6.3。RIBAEは、この規約の履行に従いNBIMライブラリを使用した結果として行動したか、行動を避けた人に


より引き起こされた損失について責任を負わない。 


 


6.4. For the avoidance of doubt, RIBAE shall not be liable for any loss resulting from, or in any way arising 


out of or in connection with, your or any other third party’s: 


6.4。誤解を避けるため、RIBAE は、あなたまたは他の組織が起こした、またはそこから結果が生じた以下の事


由によるどんな損失にも責任を追わない： 


 


a.inappropriate use of the Content or of the National BIM Library; 


b.failure to exercise reasonable levels of due care and attention when using the Content or the National 


BIM Library; or 


c.failure to exercise reasonable levels of professional skill and competence when using the Content or the 


National BIM Library. 


a. NBIMライブラリまたはコンテンツの不適切な使用； 


b. NBIMライブラリまたはコンテンツを使う時に配慮と注意の欠如；または 


c. NBIMライブラリまたはコンテンツを使う時に専門技能と能力の妥当なレベルを発揮できなかった。 


 


6.5 Nothing in these Terms and Conditions excludes or limits our liability for: 


a.death or personal injury caused by our negligence; 


b.fraud or fraudulent misrepresentation; 


c.any breach of the obligations implied by section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the 


Supply of Goods and Services Act 1982; 


d.defective products under the Consumer Protection Act 1987; or 


e.any other matter for which it would be illegal for us to exclude or attempt to exclude our liability. 


6.5  この利用規約では、以下の事由による我々の責任を排除、または制限しない： 


a. 我々の過失による死亡または人身傷害； 


b. 詐欺または詐欺による不実表示； 


c. 物品売買法1979 の 12 章または商品とサービスの提供法 1982 の 2 章により暗示されている義務違反、


または 


d. 消費者保護法1987 に基づく不良品；または 
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e. 我々が排除する違法な、または我々の責任を排除しようとするその他の問題 。 


 


7. Written communications 


When using our site, you accept that communication with us will be mainly electronic.  We will contact 


you by e-mail or provide you with information by posting notices on our site.  For contractual purposes, 


you agree to this electronic means of communication and you acknowledge that all contracts, notices, 


information and other communications that we provide to you electronically comply with any legal 


requirement that such communications be in writing.  This condition does not affect your statutory 


rights. 


7.書面による通信 


我々のサイトを使う時、あなたは、我々との通信が主に電子的であることに同意する。 我々は電子メールによっ


てあなたに連絡するか、または我々のサイトに掲示を貼り出してあなたに情報を提供する。 契約上の目的のため


に、あなたはこの電子的通信手段に同意し、あなたは我々が電子的に提供するすべての契約、掲示、情報、およ


びその他の通知は、書面で行う法的要件に準拠していることに同意します。この条件はあなたの法的権利に影響


しない。 


 


8. Notices 


All notices given by you to us must be given to RIBA Enterprises Limited at The Old Post Office, St 


Nicholas Street, Newcastle upon Tyne, NE1 1RH. 


8.通知 


あなたから我々に与えるすべての通知は、The Old Post Office, St Nicholas Street, Newcastle upon Tyne, NE1 


1RH、RIBA宛に寄せなければならない。 


 


9. Transfer of rights and obligations 


9.1 You may not transfer, assign, charge or otherwise dispose of the Contract, or any of your rights or 


obligations arising under it, without our prior written consent.  


9. 権利と義務の譲渡 


9.1 あなたは我々の事前の書面による同意なしには、契約またはあなたの権利、その結果で生じる義務を譲渡・


割当・料金請求・破棄してはならない。 


 


9.2 We may transfer, assign, charge, sub-contract or otherwise dispose of the Contract, or any of our rights or 


obligations arising under it at any time. 


9.2 我々は契約またはあなたの権利、その結果で生じる義務をいつでも譲渡・割当・料金請求・再契約・破棄で


きる。 


 


10. Events outside our control 


10.1 We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our 


obligations under the Contract that is caused by events outside our reasonable control (Force Majeure 


Event).  


10。所管外の事項 


10.1 我々は、履行することの失敗、履行の遅延、契約に基づく我々の合理性の外での事項（不可抗力事象）によ
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り起こされる義務に対して責任を負わない。 


 


10.2 A Force Majeure Event includes any act, event, non-happening, omission or accident beyond our 


reasonable control and includes in particular (without limitation) the following: 


a.strikes, lock-outs or other industrial action; 


b.civil commotion, riot, invasion, terrorist attack or threat of terrorist attack, war (whether declared or 


not) or threat or preparation for war; 


c.fire, explosion, storm, flood, earthquake, subsidence, epidemic or other natural disaster; 


d.impossibility of the use of railways, shipping, aircraft, motor transport or other means of public or 


private transport; 


e.impossibility of the use of public or private telecommunications networks; 


f.the acts, decrees, legislation, regulations or restrictions of any government; and 


g.pandemic or epidemic. 


10.2 不可抗力事象は、我々の合理的なコントロールを越える行動、事項、不発生、怠慢、または事故も含み、特


に（制限なしで）以下を含む： 


a. ストライキ、ロックアウト、または他の示威行為； 


b. 内乱、暴動、侵略、テロリストの攻撃、またはテロリスト攻撃の脅威、戦争（宣言、不宣言）または戦争


への脅威または準備； 


c. 火事、爆発、嵐、洪水、地震、沈下、流行病、または他の自然災害； 


d. 鉄道、出荷、航空機、自動車交通、または公的なまたは私的な移動などの使用不可； 


e. 公的なまたは私的な通信ネットワークの使用不可； 


f. 法、命令、立法、規則、または政府による制限；そして 


g. パンデミックまたは流行。 


 


10.3 Our performance under the Contract is deemed to be suspended for the period that the Force Majeure 


Event continues, and we will have an extension of time for performance for the duration of that period. 


We will use our reasonable endeavours to bring the Force Majeure Event to a close or to find a solution 


by which our obligations under the Contract may be performed despite the Force Majeure Event. 


10.3 契約に基づく当社の履行は、不可抗力事象が継続する期間の間は中断されたとみなされ、我々はその期間中


の履行のために時間を延長する。我々は、不可抗力事象を終わらせるか、または不可抗力事象にもかかわら


ず契約に基づく我々の義務が遂行できる解決策を見つけるため、理性に基づく努力をする 


 


11. Waiver 


11. 権利放棄 


 


11.1 If we fail to insist upon strict performance of any of your obligations under the Contract or any of these 


Terms and Conditions, or if we fail to exercise any of the rights or remedies to which we are entitled 


under the Contract, this will not constitute a waiver of such rights or remedies and will not relieve you 


from compliance with such obligations. 


11.1 もし我々が契約に基づくあなたの義務のどれかの厳格な履行を主張することができなかったか、または、


我々が契約に基づいて我々に与えられた権利または対応策のどれかを実行できなかった場合、その事では、その







11 
 


権利または対応策を放棄するものではなく、またその義務の履行からあなたを解放しない。 


 


11.2 A waiver by us of any default will not constitute a waiver of any subsequent default. 


11.2どのような債務不履行に対する我々の権利放棄は、その後の債務不履行の権利放棄に関係しない。 


 


11.3 No waiver by us of any of these Terms and Conditions will be effective unless it is expressly stated to be 


a waiver and is communicated to you in writing in accordance with clause 8 above. 


11.3この利用規約のいずれかの我々の権利放棄は、明確に放棄であると記載され、上記の8項に従って書面であ


なたに伝達されない限り、効果を持たない。 


 


12. Severability 


If any court or competent authority decides that any of the provisions of these Terms and Conditions or 


any provisions of the Contract are invalid, unlawful or unenforceable to any extent, the term will, to that 


extent only, be severed from the remaining terms, which will continue to be valid to the fullest extent 


permitted by law. 


12。契約の分離 


もし法廷または管轄庁が、この利用規約のある条項または契約のある条項が無効か、不法か、または実施不可能


であると決定した場合、その条項はその範囲だけ残りの条項から断ち切られ、それは法律により許される最大限


度まで有効に継続する。 


 


13. Entire agreement 


13。完全合意 


13.1 These Terms and Conditions and any document expressly referred to in them constitute the whole 


agreement between us and supersede all previous discussions, correspondence, negotiations, previous 


arrangement, understanding or agreement between us relating to the subject matter of the Contract. 


13.1 この利用規約およびそれを明確に参照した文書は、我々の間の全体合意を構成し、すべての事前の議論、一


致、協議、事前調整、理解、または契約の主題に関連する我々の間の合意に優先する。 


 


13.2 We each acknowledge that, in entering into the Contract, neither of us relies on any representation or 


warranty (whether made innocently or negligently) that is not set out in these Terms and Conditions or 


the documents referred to in them. 


13.2 我々各々は、契約をする際に、我々双方が、この利用規約またはそれを参照した書類の中で定められてない、


どのような表現または保証（ 悪意なく、または無過失に作られたかどうかにかかわらず）に依存しないこと


を確認する。 


 


13.3 Each of us agrees that our only liability in respect of those representations and warranties that are set 


out in these Terms and Conditions (whether made innocently or negligently) will be for breach of contract. 


13.3 我々各々は、この利用規約（悪意なく、または無過失に作られたかどうかにかかわらず）に定められた表現


と保証について我々の唯一の法的責任が契約違反になりうることに合意する。 


 


13.4 Nothing in this clause limits or excludes any liability for fraud. 
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13.4 この条項は、詐欺への責任を制限しないか、または排除しない。 


 


14.  Our right to vary these terms and conditions 


We have the right to revise and amend these Terms and Conditions from time to time.  


14。 契約の変更権 


我々は、随時この利用規約を改訂し、改正する権利を持っている。 


 


15. No partnership 


  Nothing in these Terms and Conditions shall be deemed to constitute a partnership between you and us 


nor, except as expressly set out in these Terms and Conditions, constitute either party the agent of the 


other party for any purpose. 


15。パートナーシップの不存在 


  この利用規約のどの条項でも、あなたと我々の間のパートナーシップを構成せず、またこの利用規約に明確


に定められている場合を除き、ある目的のためにいずれかの当事者が相手方のエージェントを構成することもな


いと看做す。 


 


16. Law and jurisdiction 


  This Contract will be governed by English law and will be subject to the exclusive jurisdiction of the 


courts of England and Wales. 


16。法律と管轄権 


  この契約は英国法に準拠し、イングランドとウェールズの裁判所の専属管轄権の対象となる。 


 


17. Third party rights 


  A person who is not party to these Terms and Conditions or the Contract shall not have any rights under 


or in connection with them under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. 


17。第三者の権利 


  この利用規約または契約の当事者ではない人は、契約法（第三者の権利）1999に基づくまたは関連するどん


な権利も持たない。 
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第 3 回 BIM ライブラリーコンソーシアム・運用部会議事録 


 


日時  平成 28 年 4 月 19 日（火） 15:00～17:00  


場所  四谷・IAI 日本事務局会議室（GSA（株）） 


出席者 16 名 


第３回運用部会参加者リスト 


    首都大学東京 山本 康友 ○ (株)CADネットワークサービス 石黒 常雄   


(一社)IAI 日本 山下 純一   (株)CADネットワークサービス 南谷 親良 ○ 


(一財)建築保全センター 寺本 英治 ○ (株)CADネットワークサービス 増田 甲介   


大森法律事務所 大森文彦 ○ (株)CADネットワークサービス 江口 正剛 
 


(株)大塚商会 水野 一哉   (株)ＣＰＣ 宮田 信彦   


河村電器産業(株) 榎 寿哲 ○ (株)和田特機 和田 芳道 
 


グラフィソフトジャパン(株) ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ 
 


(株)和田特機 横井 義光 ○ 


グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之 ○ (有組)C-PES研究会 安孫子義彦 
 


(一財)建設業振興基金 帆足 弘治 
 


(株)安井ファシリティーズ 飯島 憲一 
 


(株)構造計画研究所 緒方 翼   (一社)ＩＡＩ日本 榊原 克巳 ○ 


(株)構造計画研究所 鎌田 丈史   （一財）日本建設情報総合センター 高津 知司   


(株)構造計画研究所 関口 淳 ○  （一財）日本建設情報総合センター 徳重 政志 ○ 


(株)佐藤総合計画 森山 尚   (公社)日本建築家協会 藤沼 傑 
 


(株)佐藤総合計画 糸島 光洋   (公社)日本建築士連合会 木村 行道 
 


(株)佐藤総合計画 齋藤 崇志   (公社)日本建築積算協会 森谷 靖彦 ○ 


(株)ダイテック 小笠原將人 
 


(公社)ロングライフビル推進協会 高倉 智志 ○ 


(株)ダイテック 北川 昇 
 


(公社)ロングライフビル推進協会 鈴木 昌治 
 


(地法)日本下水道事業団 富樫 俊文 ○ 
   


(地法)日本下水道事業団 新井 知明 
    


日本メックス(株) 野口 順二 ○ BLC事務局   
 


(株)キャディアン 笠原 靖子   (一財)建築保全センター 池田 雅和 ○ 


(株)キャディアン 山﨑 裕子 
 


(一財)建築保全センター 影山 徹 
 


(株)キャディアン 植松 良太 
 


(一財)建築保全センター 水澤 久夫 ○ 


(株)キャディアン 中野 健成   (一財)建築保全センター 山中 隆 
 


配布資料 


 資料 運３－１  議事次第 


 資料 運３－２  第２回運用部会議事録 


 資料 運３－３  Terms and Conditions 契約条件 


 資料 運３－４  GRAPHISOFT BIMcomponents.com上の物１、Revitユーザー会 


東芝エレベーターデータについて、TOTO㈱／COM-ET 


 資料 運３－５  BIMライブラリーで規約が必要な部分の整理 


（参考）      平成 28年度 業務計画（案） 







議題（１）前回議事録紹介 


 ・何条、何号に修正。 


 


議題（２）BLC 運用部会 平成 28 年度入会企業の紹介…３社紹介 


 ・(株)CAD ネットワークサービス 


 ・河村電器産業(株) 


 ・(株)和田特機 


 


議題（３）NBS BIM ライブラリーの「利用規約（Terms and Conditions）」の翻訳 


資料 運３－４にて読合せを行った。 


・8 ページ目の「下請業者の懈怠に起因する…」は「下請業者の過失に起因する…」に訂正。 


 同じく「我々の懈怠による…」は「我々の過失による…」に訂正。 


 ・この NBS BIM ライブラリーを参考にして日本の BIM ライブラリーを作っていく。 


  ・ユーザー登録が不要な OPENなものにしたいが利用料が無料か否かは今後の議論による。 


 


議題（４）BIM ライブラリーで規約が必要な部分の整理（案） 


  今後の必要な規約のついて下記の項目の整理が必要 


  ・ユーザー、ベンダー、サプライヤー等のグループ分け 


  ・各ルールの作成 


  ・NBS の契約条件との対応 


  ・既存メーカー等の BIM パーツ（ライブラリー）の利用規約調査 


 


議題（５）その他 


  ・次回以降の BLC 運用部会の日時について 


   第４回：7/12 （火）15：00~17：00 ＠四谷・IAI 日本事務局会議室（GSA（株）） 


   第 5 回：9/13 （火）15：00~17：00 ＠四谷・IAI 日本事務局会議室（GSA（株）） 


   第 6 回：11/15（火）15：00~17：00  ＠四谷・IAI 日本事務局会議室（GSA（株）） 


      第 7 回：1/17 （火）15：00~17：00  


 上記の日程で運用部会を開催することにする。 


         


 


 


 


次回 BLC 運用部会 日時 


第４回 ７月１２日（火）15:00～17：00  場所：四谷・IAI 日本事務局会議室（GSA（株）） 


  





